
（7）　平成28年（2016年）２月１日 第249号と　し　ま　区　議　会　だ　よ　り

他
の
施
設
と
比
較
す
る
と
非
常
に
稼

働
率
が
高
い
状
況
で
あ
る
。

問　

利
用
希
望
の
区
民
へ
の
配
慮
は
。

答　

１
月
、
４
月
及
び
５
月
に
区
民

の
利
用
を
優
先
的
に
行
う
区
民
月
間

を
設
け
て
い
る
。

問　

７
日
以
上
の
連
続
利
用
す
る
場

合
に
、
申
込
期
間
を
14
カ
月
前
に
設

定
し
て
い
る
理
由
は
。

答　

あ
る
程
度
長
期
的
な
利
用
を
優

先
し
た
い
た
め
。

●
城
北
地
区
に
公
認
陸
上
競
技
場
を

整
備
す
る
こ
と
に
関
す
る
陳
情

問　

区
が
主
催
す
る
陸
上
競
技
大
会

の
主
な
開
催
場
所
は
。

答　

現
在
、
区
内
及
び
城
北
地
区
に

公
認
陸
上
競
技
場
が
な
く
、
公
認
陸

上
競
技
場
で
開
催
が
必
要
な
大
会
は
、

江
戸
川
区
や
江
東
区
及
び
八
王
子
市

の
陸
上
競
技
場
を
使
用
し
て
い
る
。

問　

都
立
城
北
中
央
公
園
内
の
陸
上

競
技
場
の
災
害
時
に
お
け
る
活
用
方

法
は
。

答　

陸
上
競
技
場
内
ト
ラ
ッ
ク
の
真

ん
中
の
芝
生
部
分
を
ヘ
リ
ポ
ー
ト
と

し
て
使
用
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

問　

今
後
、
都
立
城
北
中
央
公
園
内

の
陸
上
競
技
場
を
公
認
陸
上
競
技
場

に
向
け
て
整
備
し
た
場
合
に
も
災
害

時
に
つ
い
て
同
様
の
使
用
は
可
能
か
。

答　

周
辺
に
高
い
建
物
が
建
つ
と
難

し
い
場
合
が
あ
る
が
、
現
状
想
定
し

て
い
る
状
況
で
は
特
段
大
き
な
支
障

は
な
く
使
用
で
き
る
。

　

本
委
員
会
は
、
平
成
27
年
12
月
17

日
か
ら
18
日
に
か
け
て
岩
手
県
庁
及

び
宮
城
県
名
取
市
役
所
を
視
察
し
ま

し
た
。

　

岩
手
県
庁
で
は
、
広
域
的
に
避
難

す
る
被
災
者
の
情
報
を
一
元
的
に
管

理
し
、
被
災
者
の
生
活
再
建
の
効
率

化
を
図
る
べ
く
導
入
さ
れ
た
被
災
者

台
帳
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
重
点
的
に

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地

で
も
あ
り
、
本
区
か
ら
職
員
を
派
遣

し
て
い
る
自
治
体
で
も
あ
る
宮
城
県

名
取
市
に
て
、
震
災
の
復
興
状
況
を

調
査
し
ま
し
た
。
二
重
に
張
ら
れ
る

津
波
の
防
御
ラ
イ
ン
や
災
害
公
営
住

宅
の
整
備
等
か
ら
、
防
災
及
び
復
興

施
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
認
識
を
新

た
に
し
ま
し
た
。

　

本
区
で
も
被
災
者
の
生
活
再
建
を

支
援
す
る
た
め
の
台
帳
シ
ス
テ
ム
は

整
備
し
て
い
ま
す
が
、
岩
手
県
庁
の

事
例
は
ウ
ェ
ブ
を
通
じ
て
広
域
に
連

携
し
た
先
進
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
視
察
は
被
災
者
生
活
再

建
支
援
の
施
策
の
充
実
に
大
変
有
用

で
し
た
。

　

な
お
、
視
察
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
視

察
報
告
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

か
ら
西
巣
鴨
方
面
に
向
か
う
車
両
は

17
号
線
に
進
入
後
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
横
断
歩
道
を
２
回
横

切
る
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
歩
行

者
に
は
危
険
。
右
折
禁
止
後
も
安
全

に
西
巣
鴨
方
面
へ
通
行
で
き
る
代
替

策
は
、
警
察
か
ら
示
さ
れ
た
の
か
。

答　

現
状
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

問　

警
察
の
回
答
で
は
、
中
央
分
離

帯
の
開
口
部
を
請
願
者
の
求
め
る
位

置
ま
で
広
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

の
こ
と
だ
が
、
危
険
性
の
明
確
な
根

拠
を
区
が
関
係
機
関
に
確
認
し
て
は
。

答　

都
第
四
建
設
事
務
所
と
警
視
庁

に
確
認
す
る
。

問　

区
道
か
ら
の
右
折
禁
止
は
、
幹

線
道
路
の
渋
滞
や
事
故
を
防
止
す
る

た
め
の
も
の
だ
が
、
か
え
っ
て
地
域

で
の
交
通
事
故
増
加
を
招
く
心
配
が

あ
る
。
一
方
通
行
規
制
等
の
変
更
も

含
め
、
き
め
細
か
い
対
応
を
区
か
ら

関
係
機
関
に
強
く
要
望
し
て
ほ
し
い
。

答　

区
も
都
第
四
建
設
事
務
所
も
状

況
は
把
握
し
て
い
る
。
今
後
も
関
係

機
関
へ
の
働
き
か
け
を
続
け
、
議
会

に
定
期
的
に
状
況
を
報
告
す
る
。

こ
と
を
考
え
て
お
り
、
豊
島
法
曹
会

に
相
談
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

●
大
塚
駅
南
自
転
車
駐
車
場（
仮
称
）

整
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
の
変
更

に
つ
い
て

問　

桜
を
植
え
る
の
に
、
根
が
伸
び

す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
耐
根
シ
ー
ト

設
置
工
と
あ
る
が
、
桜
を
植
え
る
こ

と
は
、
当
初
の
設
計
段
階
か
ら
あ
っ

た
の
か
。

答　

当
初
に
は
な
か
っ
た
が
、
昨
年
、

地
元
か
ら
提
案
を
い
た
だ
き
、
そ
れ

を
受
け
て
設
計
を
行
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
　

分
納
誓
約
の
件
数
の
推
移
は
。

答　

25
年
度
か
ら
増
加
傾
向
に
あ
る
。

景
気
が
好
転
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、

経
済
的
に
苦
し
い
方
は
多
い
。

●
重
度
障
害
者
の
入
所
施
設
建
設
に

つ
い
て
の
請
願

問　

障
害
支
援
区
分
が
４
以
上
の
方

は
、
区
内
に
何
人
い
る
の
か
。

答　

知
的
障
害
の
方
が
376
人
、
身
体

障
害
の
方
が
326
人
、
精
神
障
害
の
方

が
５
人
。
合
計
707
人
。

問　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て

い
る
人
数
は
。

答　

32
人
。

問　

重
度
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

の
整
備
を
行
う
理
由
は
。

答　

障
害
者
の
重
度
化
、
高
齢
化
、

保
護
者
の
親
亡
き
後
対
策
の
た
め
受

け
入
れ
に
つ
い
て
早
期
に
検
討
を
行

う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
。

●
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の

軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見
書

の
提
出
に
関
す
る
陳
情

問　

恒
久
化
の
予
定
は
な
い
の
か
。

答　

都
か
ら
は
国
の
税
制
改
正
や
他

都
市
と
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
毎
年

慎
重
に
検
討
す
る
と
回
答
が
あ
っ
た
。

●
豊
島
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
条
例（
一
部
改
正
）

問　

国
か
ら
の
情
報
が
遅
れ
、
こ
れ

か
ら
条
例
改
正
の
も
の
も
あ
る
。
い

つ
関
係
の
条
例
改
正
が
完
了
す
る
か
。

答　

年
内
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
事
務

を
開
始
す
る
た
め
の
準
備
は
整
う
。

今
後
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
の
範
囲

が
広
が
っ
て
い
く
場
合
は
、
そ
れ
に

応
じ
て
条
例
の
改
正
等
の
手
続
も
必

要
に
な
っ
て
く
る
。

問　

他
自
治
体
と
の
個
人
情
報
の
提

供
に
つ
い
て
、
条
例
化
を
行
う
必
要

が
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
。

答　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
、
い
わ

ゆ
る
特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

法
令
の
定
め
が
な
い
限
り
は
使
用
で

き
な
い
と
の
禁
止
の
条
項
が
あ
り
、

条
例
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
自
治

体
を
越
え
て
連
携
す
る
場
合
、
事
前

に
国
の
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
届

け
出
る
必
要
が
あ
る
。
条
例
で
定
め

か
つ
事
前
に
届
け
出
を
し
て
お
く
こ

と
に
よ
り
活
用
が
可
能
に
な
る
。

●
豊
島
区
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条

例問　

審
理
員
制
度
を
導
入
し
、
弁
護

士
を
非
常
勤
で
雇
用
す
る
と
い
う
こ

と
だ
が
、
請
求
し
た
方
に
と
っ
て
不

利
に
な
ら
な
い
よ
う
限
ら
れ
た
時
間

の
中
で
審
理
で
き
る
配
慮
は
。

答　

弁
護
士
が
週
２
日
な
い
し
３
日

の
勤
務
で
、
現
在
検
討
し
て
い
る
。

年
間
を
通
じ
て
関
係
し
て
い
た
だ
く

●
豊
島
区
特
別
区
税
条
例
（
一
部
改

正
）

問　

区
の
納
税
義
務
者
と
26
年
度
の

納
税
相
談
件
数
は
。

答　

義
務
者
は
約
15
万
人
。
相
談
件

数
は
１
万
１
１
９
７
人
。

問　

特
別
区
税
が
払
え
な
い
場
合
、

差
し
押
さ
え
手
続
ま
で
の
流
れ
は
。

答　

法
に
基
づ
く
督
促
状
を
送
付
。

そ
の
後
も
納
め
て
い
た
だ
け
な
い
方

に
は
、
催
告
書
を
送
付
。
さ
ら
に
未

納
が
続
く
場
合
は
、
財
産
調
査
の
手

続
を
行
い
、
差
し
押
さ
え
対
象
の
財

産
が
あ
る
場
合
、
差
し
押
さ
え
手
続

に
入
る
。

問　

26
年
度
に
差
し
押
さ
え
手
続
き

を
と
っ
た
件
数
は
。

答　

２
２
９
４
件
。
実
際
に
差
し
押

さ
え
に
至
っ
た
の
は
、
１
２
４
２
件
。

そ
の
他
は
、
分
納
誓
約
や
自
主
納
付

を
し
て
い
た
だ
い
た
。

●
国
道
17
号
線
拡
幅
に
伴
う
「
豊
島

市
場
前
交
差
点
」
の
態
様
に
つ
い
て

の
請
願

問　

車
両
の
通
行
の
安
全
確
保
の
た

め
、
豊
島
市
場
の
出
入
口
の
位
置
を

変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

答　

都
の
施
設
の
た
め
、
区
に
は
判

断
で
き
な
い
。
都
に
確
認
す
る
。

問　

請
願
者
を
含
め
、
地
域
の
方
々

は
警
視
庁
と
直
接
意
見
交
換
し
て
い

る
の
か
。

答　

し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

　
　

右
折
が
禁
止
さ
れ
る
と
、
区
道

●
豊
島
区
立
舞
台
芸
術
交
流
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

問　

劇
場
の
稼
働
率
は
。

　
　

26
年
度
で
96
・
４
％
の
実
績
。

Ａ

Ｑ

常
任
委
員
会

＆

開
会
日　

11
月
26
日（
木
）・
12
月
１

　
　
　
　

日（
火
）

 

案　

件　

 

議
案
12
件
・
陳
情
１
件

  

総
務
委
員
会

答

問問

開
会
日　

11
月
26
日（
木
）・
12
月
１

　
　
　
　

日（
火
）

案　

件　

 

議
案
３
件
・
請
願
１
件
・

陳
情
５
件
・
報
告
７
件
等

  

区
民
厚
生
委
員
会

開
会
日　

11
月
27
日（
金
）

案　

件　

 

請
願
１
件
・
報
告
２
件

  

都
市
整
備
委
員
会

開
会
日　

11
月
27
日（
金
）・
12
月
２

　
　
　
　

日（
水
）

案　

件　

 
議
案
４
件
・
陳
情
１
件
・

報
告
４
件
等

  
子
ど
も
文
教
委
員
会

都市整備委員会視察風景

子ども文教委員会視察風景

防
災
・
震
災
対
策
調
査

特
別
委
員
会
視
察
報
告

名取市・日和山にて


